
工　事　仕　様　書 令和8年度

街路樹剪定管理業務委託５

川越市川鶴３丁目地内ほか

事 業 名

路 河 川 名 称

工　事　名

工 事 場 所

工 事 大 要

本設計書及び本仕様書の語句のうち「工事」は「委託」と読み替えるものとする。

（剪定）夏期高木剪定：25本

　　　　夏期高木軽剪定：4本

　　　　冬期高木剪定：40本

　　　　冬期高木剪定（ケヤキ）：409本

　　　　中低木剪定：93本

　　　　寄植剪定：4,608m2

（管理）機械除草：825m2

　　　　抜根除草：3,349m2

26100003303-00-C0-0000-3 川越市



変 更 理 由

備    考

( 0001 ) 県南地　　区 労務費補正 機械経費(賃料)補正1.00 1.00

( R0804 ) 令和08年04月単価適用年月

工    期

変    更

当    初
自

日 数

至

至

令和08年04月経費適用年月

道路維持工事主たる工種

一般交通影響有り（2）-1施 工 地 域

設　　計
消費税相当額

合計

当　初　金　額 変　更　金　額

工事価格

請　　負
消費税相当額

合計

請負増減額

工事価格

週休2日区分 採用しない
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本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

道路維持･修繕

式

1    

_ 道路維持

式

1    

_ _ 植栽維持工

式

1    

_ _ _ 樹木・芝生管理工

式

1    

_ _ _ _ 樹木剪定（ケヤキ）

式

第1号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 樹木剪定（高木剪定）

式

第2号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 樹木剪定（中木剪定）

式

第3号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 寄植剪定

式

第4号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 機械除草（肩掛式）

式

第5号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 抜根除草

式

第6号一位代価表               

1    

_ 直接工事費

式
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本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

_ _ 共通仮設費計

式

1    

_ _ _ 共通仮設費（率分）

式

1    

_ 純工事費

式

1    

_ _ 現場管理費

式

1    

_ 工事原価計

式

1    

_ _ 一般管理費等

式

1    

工事価格

式

1    

_ 消費税相当額

式

1    

工事費合計

式

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負
担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率
計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施
工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格について
は、施工計画書等に明記すること。
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式
樹木剪定（ケヤキ）

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第1号一位代価表

本
冬期せん定幹周90cm上120cm未満，50本
以上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(高木せん定)
第1号施工表

409    

式

枝処分費

1    

式合　計

式
樹木剪定（高木剪定）

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第2号一位代価表

本
冬期せん定幹周30cm上60cm未満，50本
以上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(高木せん定)
第2号施工表

1    

本
冬期せん定幹周60cm上90cm未満，50本
以上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(高木せん定)
第3号施工表

39    

本
夏期せん定幹周30cm未満，50本以
上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(高木せん定)
第4号施工表

4    

本
夏期せん定幹周30cm上60cm未満，50本
以上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(高木せん定)
第5号施工表

8    

本
夏期せん定幹周60cm上90cm未満，50本
以上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(高木せん定)
第6号施工表

10    
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式
樹木剪定（高木剪定）

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第2号一位代価表

本
夏期せん定幹周90cm上120cm未満，50本
以上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(高木せん定)
第7号施工表

3    

本
落葉広葉樹，30cm以上　60cm未満

植樹管理（高木軽せん定）
第8号施工表

1    

本
落葉広葉樹，60cm以上　90cm未満

植樹管理（高木軽せん定）
第9号施工表

3    

式

枝処分費

1    

式合　計
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式
樹木剪定（中木剪定）

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第3号一位代価表

本
円筒形せん定樹高100cm未満，50本以
上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(低木･中木せん定)
第10号施工表

30    

本
円筒形せん定樹
高100cm上200cm未，50本以
上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(低木･中木せん定)
第11号施工表

18    

本
円筒形せん定樹
高200cm上300cm未，50本以
上，無，無，供用区間 標準(歩道
及び交通島)

植樹管理(低木･中木せん定)
第12号施工表

45    

式

枝処分費

1    

式合　計
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式
寄植剪定

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第4号一位代価表

m2
低木，1000m2以上，無，無，供用区間 
標準(歩道及び交通島)

植樹管理(寄植せん定)
第13号施工表

2,770    

m2
中木，1000m2以上，無，無，供用区間 
標準(歩道及び交通島)

植樹管理(寄植せん定)
第14号施工表

1,838    

式

枝処分費

1    

式合　計

式
機械除草（肩掛式）

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第5号一位代価表

m2

機械除草I(肩掛式)
第15号施工表

825    

m2

集草
第16号施工表

825    

m2

積込･運搬
第17号施工表

825    

式合　計
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式
抜根除草

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第6号一位代価表

m2
植込み地，1000m2以上，無，無，供用
区間 標準(歩道及び交通島)

植樹管理(抜根除草)
第19号施工表

3,349    

式合　計
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植樹管理(高木せん定)

(WB811270)

第  100.00 当り0001 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

冬期 幹周90cm以上120cm未満

道路植栽工 植樹管理 高木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 冬期せん定幹周90cm上120cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

植樹管理(高木せん定)

(WB811270)

第  100.00 当り0002 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

冬期 幹周30cm以上60cm未満

道路植栽工 植樹管理 高木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 冬期せん定幹周30cm上60cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

植樹管理(高木せん定)

(WB811270)

第  100.00 当り0003 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

冬期 幹周60cm以上90cm未満

道路植栽工 植樹管理 高木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 冬期せん定幹周60cm上90cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正
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植樹管理(高木せん定)

(WB811270)

第  100.00 当り0004 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

夏期 幹周30cm未満

道路植栽工 植樹管理 高木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 夏期せん定幹周30cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

植樹管理(高木せん定)

(WB811270)

第  100.00 当り0005 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

夏期 幹周30cm以上60cm未満

道路植栽工 植樹管理 高木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 夏期せん定幹周30cm上60cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

植樹管理(高木せん定)

(WB811270)

第  100.00 当り0006 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

夏期 幹周60cm以上90cm未満

道路植栽工 植樹管理 高木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 夏期せん定幹周60cm上90cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

26100003303-00-C0-0000-3 川越市



植樹管理(高木せん定)

(WB811270)

第  100.00 当り0007 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

夏期 幹周90cm以上120cm未満

道路植栽工 植樹管理 高木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 夏期せん定幹周90cm上120cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

高中木軽剪定

(SC660342)

第  10.00 当り0008 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

造園工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 樹木種類 落葉広葉樹
J02 幹周 30cm以上　60cm未満
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高中木軽剪定

(SC660342)

第  10.00 当り0009 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

造園工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 樹木種類 落葉広葉樹
J02 幹周 60cm以上　90cm未満

植樹管理(低木･中木せん定)

(WB811280)

第  100.00 当り0010 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

円筒形 100cm未満

道路植栽工 植樹管理中低木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 円筒形せん定樹高100cm未満
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正
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植樹管理(低木･中木せん定)

(WB811280)

第  100.00 当り0011 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

円筒形 100～200cm

道路植栽工 植樹管理中低木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 円筒形せん定樹高100cm上200cm未
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

植樹管理(低木･中木せん定)

(WB811280)

第  100.00 当り0012 本号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

円筒形 200～300cm

道路植栽工 植樹管理中低木せん定

本           100.000

合　計
当り1 本

条件名称 入力名称

J01 施工内容 円筒形せん定樹高200cm上300cm未
J02 施工規模 50本以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

植樹管理(寄植せん定)

(WB811290)

第  100.00 当り0013 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

低木(株物)

道路植栽工 植樹管理 寄植せん定

m2           100.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工内容 低木
J02 施工規模 1000m2以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正
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植樹管理(寄植せん定)

(WB811290)

第  100.00 当り0014 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

中木

道路植栽工 植樹管理 寄植せん定

m2           100.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工内容 中木
J02 施工規模 1000m2以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

機械除草I(肩掛式)

(WB610130)

第  1,000.00 当り0015 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

軽作業員

人

カッタ径255mm

草刈機[肩掛式]

日

            JAC

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m2
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集草

(WB610150)

第  1,000.00 当り0016 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m2

積込･運搬

(WB610160)

第  1,000.00 当り0017 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[普通型]2t積

hr

第18号施工表

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m2
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ﾄﾗｯｸ[普通型]2t積

(K0302002)

第  1.00 当り0018 hr号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(一般)

人

軽油

L

2t積

トラック[普通型]

hr

            JAC

合　計
当り1 hr

植樹管理(抜根除草)

(WB811350)

第  100.00 当り0019 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

抜根除草 植込み地

道路植栽工 植樹管理 除草

m2           100.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工内容 植込み地
J02 施工規模 1000m2以上
J03 時間制約補正 無
J04 夜間作業補正 無
J05 供用区間 標準(歩道及び交通島)施工場所別補正

26100003303-00-C0-0000-3 川越市



街路樹剪定管理業務委託 特記仕様書 

 

 

 （適用範囲） 

第１条 本仕様書は、川越市建設部道路環境整備課の所掌する、街路樹の剪定管理を委託する場合に適

用する。 

 

 （委託の目的） 

第２条 本委託は、植栽地の環境を良好に保ち、道路の機能・空間との調和、景観の創出・維持、樹勢

の維持を図ることを目的として、街路樹の剪定管理を委託する。 

 

（委託の期間） 

第３条 本委託の期間は、契約締結日から令和９年３月１２日までとする。 

 

 （受注者の義務） 

第４条 受注者は、契約の履行に当たって、業務等の意図及び目的を十分理解した上で、業務等に適用

すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 

 

 （委託の再委託） 

第５条 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面

により、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、当該書面には、再委託する業務内

容、再委託先の名称等、再委託が必要な理由を明記し、予定契約書の写しその他契約内容が分かる書

類を添付するものとする。 

 

 （委託業務実施計画書の提出） 

第６条 受注者は、契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて委託業務実施計画書を作成し、発注者

に提出しなければならない。委託期間又は設計図書が変更された場合においても、同様とする。 

２ 委託業務実施計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

 （監督員） 

第７条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を

変更したときも、同様とする。 

 

 （管理技術者） 

第８条 受注者は、管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。

管理技術者を変更したときも、同様とする。 

２ 管理技術者は、業務の履行に関し指揮監督しなければならないとともに、業務の履行の技術上の管

理をつかさどらなければならない。 

 

 （業務従事者） 

第９条 受注者は、業務に従事する者を明確にし、業務の履行に関し必要な事項について監督及び教育

を行わなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 

２ 受注者は、高所作業を行う場合や不測の事態が生じた場合などにおいて、発注者から求めがあった



ときは、業務に従事する者を報告しなければならない。 

 

 （業務の調査等） 

第１０条 監督員は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報

告を求めることができる。 

 

 （設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第１１条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容

に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由による

ときは、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （業務に係る受注者の提案） 

第１２条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見

し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案する

ことができる。 

２ 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計

図書等を変更するものとする。 

３ 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるとき

は、委託期間又は委託料を変更しなければならない。 

 

 （設計図書等の変更） 

第１３条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示を変更することがで

きる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （委託料の変更に代える設計図書の変更） 

第１４条 発注者は、委託料を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、委託料の変更又は

負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変

更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 （除草） 

第１５条 植栽地の抜根及び機械除草を行う際には、地元で行われるごみゼロ運動までに行うこととし、

作業に併せてごみ、枯枝、枯葉、不要土砂等も除去しなければならない。 

 

 （寄植剪定） 

第１６条 寄植の剪定を行う際には、交差点等の見通しに支障のない高さとし、縁石等の構造物が確認

できる幅としなければならない。 

 

 （中高木剪定） 

第１７条 中高木の剪定を行う際には、道路の境界及び建築限界を確認し、境界を越境した若しくは建

築限界に入り込んだ枝等を除去しなければならない。 



２ 剪定後の切断面については防腐処理を行うものとし、剪定後の枝葉については原則としてチップ化

により処分するものとする。 

 

 （防除） 

第１８条 受注者は、管理する植栽等に害虫の発生を認めたときは、速やかに監督員に報告するととも

に、その指示により防除等の対応をとらなければならない。 

２ 防除等の実施に際しては、早朝など道路利用者の交通が少ない時間帯に行うものとし、事前に監督

員の確認を受けるものとする。 

 

 （安全管理） 

第１９条 受注者は、業務の実施に際し交通誘導警備員を配置し、必要に応じて道路標識、保安灯、セ

イフティコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めなければならない。 

２ 特に歩行者や地先利用者に対しては、導線を明示し、安全の確保を図るものとする。 

 

（臨機の措置） 

第２０条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かな

ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならな

い。 

３ 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の

措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の

うち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注

者がこれを負担する。 

 

 （出来形等） 

第２１条 受注者は、作業完了後速やかに出来形等を作成し、監督員の確認を受けなければならない。 

２ 出来形等には、管理する街路樹等の位置、樹種及び以下の各号の内容を記載するものとする。 

 ⑴ 除草：面積が確認できる幅及び延長等。なお、街路樹のない除草のみの植栽地は別に集計する。 

 ⑵ 低木：形状、幹周及び樹高、寄せ植えの場合は刈り込み後の投影面積。 

 ⑶ 中木：形状、幹周及び樹高、寄せ植えの場合は刈り込み後の表面積が確認できる高さ及び幅等。 

 ⑷ 高木：幹周及び樹高。 

 ※ 樹高 60cm 未満を低木、樹高 60cm 以上 300cm 未満を中木、樹高 300cm 以上を高木とする。 

   幹周は、地上から1.2ｍの高さでの幹の周囲長とし、枝分かれしている場合は総和の70％とする。 

   中低木の形状は、球形若しくは円筒形とする。 

３ 街路樹の管理上若しくは一般交通への影響等において課題等があれば、出来形等に特記事項として

記載するものとする。 

 

 （支払い方法） 

第２２条 支払い方法は、２回払いとする。 

２ 支払い月は、令和８年１０月（令和８年９月までの実施分）及び令和９年４月（令和９年３月まで

の実施分）とする。 



街路樹剪定管理業務委託 地区概要 

 

 

（剪  定） 

夏期高木剪定              ３０ｃｍ未満 ４本 

３０cm 以上６０ｃｍ未満 ８本 

６０cm 以上９０ｃｍ未満 １０本 

９０ｃｍ以上 ３本 

夏期高木軽剪定             ３０cm 以上６０ｃｍ未満 １本 

６０cm 以上９０ｃｍ未満 ３本 

冬期高木剪定              ３０cm 以上６０ｃｍ未満 １本 

６０cm 以上９０ｃｍ未満 ３９本 

冬期高木剪定（ケヤキ）         ９０ｃｍ以上 ４０９本 

中低木剪定               １００ｃｍ未満 ３０本 

１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 １８本 

２００ｃｍ以上 ４５本 

 

（管  理） 

寄植剪定（低木６０㎝未満）       ２，７７０㎡ 

（中木６０㎝以上）       １，８３８㎡ 

機械除草（年 1回適時）         ８２５×1回＝８２５㎡ 

抜根除草（植栽地，植樹桝を年 1 回適時） ５，５８１×1回×０．６＝３，３４９㎡ 

 

（特記事項） 

・寄植剪定は、６月末までに行うこと。 

・夏期剪定は、７月末までに行うこと。 

・冬期剪定は、１１月末までに行うこと。（ケヤキはこの限りではない。） 

・ケヤキの剪定については、「サイクル剪定」の手法等を十分に理解して実施すること。また詳細な作業

工程等について、事前に監督員の確認を受けること。令和８年度は３年目のサイクルである。 

・害虫等を確認した場合は、防除の実施について速やかに監督員の指示を受けること。防除に要する経

費は別途とし、監督員と協議すること。 

・枯損木等を確認した場合は、伐採の実施について速やかに監督員の指示を受けること。伐採に要する

経費は別途とし、監督員と協議すること。 

 



令和８年度　街路樹剪定管理業務委託５　　　　　　　　街路樹調書一覧表
機械除草 伐根除草

低木 中木

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

90ｃｍ以上
30ｃｍ以上
60ｃｍ未満

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

30cm未満
30ｃｍ以上
60ｃｍ未満

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

90ｃｍ以上
30ｃｍ以上
60ｃｍ未満

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

100ｃｍ
未満

100ｃｍ以上
200ｃｍ未満

200ｃｍ
以上

60cm未満 60cm以上 ㎡ ㎡

1 大字竹野地内

　　市道２００２号線 300 ｲﾁｮｳ(樹木の半分)、ｵｵﾑﾗｻｷ、ﾂﾂｼﾞ 1 38 512 384

2 大字鯨井新田地内

　　市道００９４号線 900 ｹﾔｷ、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ、ｻﾂｷ 132 409 878 1498

　　市道９００５号線 100 ｹﾔｷ、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ、ｻﾂｷ 18 45 118 179

3 吉田新町1丁目地内

　　市道００９２号線 100 ｹﾔｷ、ｻﾂｷ 9 99 101

　　市道００９３号線 450 ｹﾔｷ、ｻﾂｷ 81 319 666

　　市道９０７４号線 20 ｻﾂｷ 27 76

　　市道９５０３号線 30 ｼﾗｶｼ、ｺﾌﾞｼ､ｱｷﾆﾚ、ｼｲﾉｷ他 3 6 14 10 23 20 119

　　市道９５０４号線 30 ﾋﾞﾜ、ﾂﾊﾞｷ、ﾑｸｹﾞ、ﾗｲﾗｯｸ他 1 16 4 5 16 37

4 川鶴1丁目地内ほか

　　市道００９１号線 950 ｹﾔｷ 167 1544 1692

　　市道８４３７号線 20 ｹﾔｷ、ｺﾌﾞｼ、ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ 2 3 7 17

　　市道８４４２号線 170 ﾊﾅﾐｽﾞｷ（樹木の半分）、ｸｽﾉｷ、ﾄｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 3 1 3 60 68

　　市道８４４４号線 100 ﾌｼﾞ、ﾂﾊﾞｷ、ﾂﾂｼﾞ 1 4 2 28 175 122 301 446

　　市道９４７７号線 20 ﾂﾊﾞｷ、ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ 1 14 45

　　市道９５４０号線 20 ﾕｽﾞﾘﾊ、ｷﾝﾓｸｾｲ、ﾂﾊﾞｷ、ｻﾂｷ 4 2 11 30 22 70

　　認定外道路 5 ｹﾔｷ 3

　　笠幡１号橋 120 草刈 524

5 大字下広谷

　　市道００８４号線 120 ｲﾁｮｳ､ｻﾂｷ 1 2 166 180

合　　　計 3455 0 409 1 39 4 8 10 3 1 3 30 18 45 2770 1838 825 5581

番号 場所・路線 延長(m) 樹　　　木

冬期高木剪定 夏期高木剪定

ケヤキ イチョウ

夏期高木軽剪定

ハナミズキ

中低木剪定 寄植剪定(㎡)



令和8年度　街路樹剪定管理業務委託５　　　　　　　　樹木別　集計

低木 中木

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

90ｃｍ以上
30ｃｍ以上
60ｃｍ未満

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

30cm未満
30ｃｍ以上
60ｃｍ未満

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

90ｃｍ以上
30ｃｍ以上
60ｃｍ未満

60ｃｍ以上
90ｃｍ未満

100ｃｍ
未満

100ｃｍ以上
200ｃｍ未満

200ｃｍ
以上

60cm未満 60cm以上

イチョウ 39 1 38

ｵｵﾑﾗｻｷ、ﾂﾂｼﾞ 0 512

ケヤキ 132 132

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ、ｻﾂｷ 0 409 878

ケヤキ 18 18

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ、ｻﾂｷ 0 45 118

ケヤキ 9 9

サツキ 0 99

ケヤキ 81 81

サツキ 0 319

　　市道９０７４号線 ｻﾂｷ 0 27

シラカシ 2 2

コブシ 2 2

アキニレ 1 1

シイノキ 4 4

キンモクセイ 7 7

マサキ 0

アジサイ 7 7

サザンカ 1 1

ナンテン 2 2

ヤマブキ 0

ハナモモ 0

ライラック 0

サンゴジュ 0

クロモジ 0

ムクゲ 0

シャリンバイ 1 1

ビワ 1 1

サカキ 2 2

モッコク 1 1

ｵｵﾑﾗｻｷ、ｻﾂｷ、ｶﾝﾂﾊﾞｷ 2 2 23 20

ビワ 1 1

ピラカンサス 1 1

ウメ 0

ムクゲ 0

ツバキ 6 4 2

サンショ 0

アジサイ 4 4

ライラック 0

ヤマブキ 2 2

シャリンバイ 7 7

ナンテン 1 1

レンギョウ 1 1

サンゴジュ 0

キンモクセイ 3 3

マサキ 0

ｻﾂｷ 0 16

ケヤキ 167 167

サツキ 0 1544

ケヤキ 2 2

コブシ 3 3

ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ 0 7

ハナミズキ 3 1 3

クスノキ 3 3

ドウダンツツジ 0 60

フジ 5 1 4

ツバキ 30 2 28

ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ、ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ、ﾊｷﾞ、ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ、ｱｼﾞｻｲ、ｻﾂｷ、ﾚﾝｷﾞｮｳ0 175 122

ツバキ 1 1

クルメツツジ 0 14

ユズリハ 4 4

キンモクセイ 9 9

ツバキ 4 2 2

ｻﾂｷ、ｱﾍﾞﾘｱ、ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ 0 30 22

イチョウ 1 1

サツキ 0 2 166

合　　　計 0 409 1 39 4 8 10 3 1 3 30 18 45 2770 1838

市道９５０４号線

市道００９４号線

市道９００５号線

市道００９１号線

場所・路線

冬期高木剪定 夏期高木剪定 中低木剪定

イチョウ

寄植剪定(㎡)

ケヤキ

5 市道００８４号線

3

市道００９２号線

市道００９３号線

夏期高木軽剪定

ハナミズキ番号

1 市道２００２号線

4

市道８４４４号線

市道９４７７号線

市道８４４２号線

2

本数樹　　　木

市道９５４０号線

市道８４３７号線

市道９５０３号線



No.1

竹
野
緑
地

竹 野 工 業 団 地

竹 野

県
道

片
柳

川
越

線

下 広 谷

上 天 神 橋

下 天 神 橋

関

下

橋
大 谷 川

鎌 倉 橋

富 士 見

第 一 公 園

山

下

橋

市 立 広 谷 小 学 校

No.5

NO.1

NO.5



小 堤

鶴 ヶ 島 駅

鯨 井 新 田

鯨

井

新

田

天 沼 新 田

鯨 井

天
の

川

東
武

東
上

線

天 沼 新 田

自

治

会

館

N0.2

鶴

ヶ

島

駅

前

広

場

NO.2



市 立 川 越 西 中 学 校

市 立 川 越 西 小 学 校

No.3

No.4

No.2NO.2

NO.3

NO.4



川鶴橋

鶴
ヶ
丘
２
号
橋

関
越
自
動
車
道

かわつる三芳野

笠幡

川鶴三丁目

市
立
川
鶴
保
育
園

川
鶴
公
民
館

川
越
市
役
所
川
鶴
連
絡
所

川鶴一丁目

川鶴二丁目

笠幡２号橋

No.4NO.4


